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環境TECアスベスト問題



環境TEC
アスベストの定義

「破砕や加工により容易に長く細く柔軟で強い繊維に分
離するアスベスト様形態 (asbestiform)へ結晶化した蛇紋

石と角閃石に属する特定のけい酸塩鉱物をさす鉱物学
的総称。クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソ
フィライト、トレモライト、アクチノライト 」



環境TEC
アスベスト（アスベスト）とは

光学顕微鏡観察により、以下の特徴を持つ
1)アスペクト比20:1～100:1以上の粒子（長さ5μm超）
2)通常0.5μm未満の非常に細い繊維.  
3)次の特徴の２つ以上をもつもの.  

a.束をなす平行な繊維. b.先端が広がった繊維. 
c.単繊維がもつれた塊. d.曲率をもつ繊維.



環境TEC
アスベスト鉱石

北海道 野沢産

天然鉱（蛇紋岩）

電子顕微鏡
確認

実体顕微鏡
確認

クリソタイル



環境TECアスベストの形状



環境TECアスベストの特性

①他の無機または有機繊維に比べ著しく細い
（通常、細い繊維幅の大きさは約1～2μmである。）

②耐熱性が高い（通常、有機繊維、ガラス繊維等よりも高
い耐熱温度である。）
③ピアノ線より抗張力が大きく、しなやかである。

④アスベスト種類にもよるが、耐薬品性および耐アルカリ
性に優れている。
⑤他の有機繊維に比べ吸湿・吸水性は小さい。

⑥環境中において、半永久的に分解・変質せず安定であ
る。

⑦絶縁性、耐摩耗性、防音性、吸湿性、安定性：他の繊維
に比べ優れている。



環境TECアスベストの特性



環境TECアスベストの飛散性
作業レベル
建材の種類

発じん性
具体的な使 ① 建 築 基 準 法 の 耐 火 建 築 物 ① ボイラ本体及びその配 管、 ① 建 築 物 の 天 井 、 壁 、 床 な
用個所の例 （ ３ 階 建 以 上 の 鉄 筋 構 造 の 空 調 ダ ク ト 等 の 保 温 材 と し ど に 石 綿 含 有 成 形 板 、 ビ ニ

建 築 物 、 床 面 積 の 合 計 が て、石綿保温材、石綿含 有け る 床 タ イ ル 等 を 張 り 付 け て
200 ㎡ 以 上 の 鉄 筋 構 造 の 建 い酸カルシウム保温材等 を張 いる。
築物等）などのはり、柱 など り付けている。 ② 屋 根 材 と し て 石 綿 ス レ ー
に、石綿とセメントの合 剤を ② 建築物の柱、はり、壁 等に ト等を用いている。
吹 付 け て 所 定 の 被 膜 を 形 成 耐火被覆材として、石綿 耐火
させ、耐火被膜用として 使わ 被覆板、石綿含有けい酸 カル
れている。 シウム板第二種を張り付 けて

いる。
② ビルの機械室、ボイラ 室等 ③ 断熱材として、屋根用 折版

の天井、壁またはビル以 外の 裏断熱材、煙突用断熱材 を使
建築物（体育館、講堂、 温泉 用している。
の建物、工場、学校等） の天
井、壁に、石綿とセメン トの
合 剤 を 吹 き 付 け て 所 定 の 被
膜を形成させ、吸音、結 露防
止（断熱用）として使わ れて
いる。

必要な対策

作業の種類

石綿含有吹付け材 石綿含有保温材、 その他の石綿含有建材（成形板
レベル１ レベル２ レベル３

耐火被覆材、断熱材 等）

著しく高い 高い 比較的低い

著しく発じん量が多い作業で、 比重が小さく、発じんしやすい製 発じん性が比較的低い作業で、
作業場所の隔離や高濃度の粉じ 品の除去作業であり、レベル１に 破砕、切断等の作業においては
ん量に対応した防じんマスク、 準じて高いばく露防止対策が必 発じんを伴うため、湿式作業を
保護衣を適切に使用するなど、 要なレベル 原則とし、発じんレベルに応じ
厳重なばく露防止対策が必要な た防じんマスクを必要とする
レベル レベル

の除去作業
　出典 ： 建設業労働災害防止協会「建築物の解体等工事における石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」（平成17年8月）

石綿含有吹付け材の除去作業 石綿を含有する保温材、断熱材、 レベル１、レベル２以外の石綿
耐火被覆材等の除去作業 含有建材（例えば成形板など）



環境TECアスベストの飛散性

発
じ
ん
性
の
度
合
い

高い

低い

必要な対策 作業の種類 建材の種類

レベル1

著しく発じん量が多い作
業で、作業場所の隔離や
高濃度の粉じん量に対
応した防じんマスク、保
護衣を適切に使用するな
ど、厳重なばく露防止対
策が必要なレベル

・石綿含有吹付け材
の除去作業
・石綿等の封じ込め、
囲い込み作業

・吹付石綿
・石綿含有吹付ロッ
クウール
・ひる石吹付
・パーライト吹付

レベル2

比重が小さく、発じんしや
すい製品の除去作業で
あり、レベル１に準じて高
いばく露防止対策が必要
なレベル

・石綿を含有する保温
材、断熱材、耐火被
覆材等の除去作業
・レベル1対応以外の
石綿の封じ込め、囲
い込み作業

・耐火被覆材
（ケイカル板2種）
・断熱材
（煙突、屋根折板）
・保温剤

レベル3

発じん性が比較的低い
作業で、破砕、切断等の
作業においては発じんを
伴うため、湿式作業を原
則とし、発じんレベルに
応じた防じんマスクを必
要とするレベル

・レベル１、レベル２以
外の石綿含有建材
（例えば成形板など）
の除去作業

・スレート
・Pタイル
・サイディング
・石綿含有吸音板
・ケイカル板1種
・石綿セメント板



環境TECアスベスト疾患
アスベストが原因の疾患は、中皮腫、肺がん、アスベスト肺、
良性アスベスト胸水、びまん性胸膜肥厚が知られている。

空気中に浮遊するアスベストを吸入することにより発生



環境TECアスベスト疾患
疾患 概説 石綿ばく露との関係

中皮腫

肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃など
の臓器を囲む腹膜、心臓及び大血
管の起始部を覆う心膜、精巣鞘膜
にできる悪性の腫瘍です。

石綿ばく露から発症までの潜伏期間
の多くは40年前後と非常に長い疾患
です。中皮腫の発生の危険は石綿の
累積ばく露量が多いほど高い

肺がん
原発性肺がんは気管支あるいは肺
胞を覆う上皮に発生する悪性の腫
瘍です。

石綿ばく露から肺がん発症までの潜
伏期間の多くは30～40年程度と長く
なっています。石綿の累積ばく露量が
多いほど肺がんになる危険が高くな
ることが知られています。

石綿肺
石綿を大量に吸入することにより、
肺が線維化する「じん肺」という病気
の一つです。

石綿を職業性に大量に吸入ばく露し
た労働者に起こり、石綿ばく露開始か
ら10年以上経過して石綿肺の所見が
現れます。

良性石綿胸水

胸水とは胸腔内に体液が貯留する
ことであり、石綿粉じんを吸入する
ことによって、胸腔内に胸膜炎によ
る滲出液（胸水）が生じる病気

比較的高濃度の石綿粉じんを吸入す
ることによって生じ、発症までの潜伏
期間は平均12～30年と短い方です。

びまん性胸膜肥厚
びまん性胸膜肥厚は、臓側胸膜（肺
を覆う膜）の慢性線維性胸膜炎の
状態

比較的高濃度の石綿の累積ばく露に
より発症すると考えられています。石
綿ばく露期間はおおむね3年以上に
なります。



環境TECアスベスト被害
中皮腫の患者は年々増えつづけています。1960年代のア
スベスト輸入量の増加した時期に潜伏期間（平均約40年）
を加えた時期にあたる最近において急増してきています。

中皮腫で死亡
2020年

1,605名（全国）
101名（北海道）

1995年
500名（全国）

23名（北海道）
1995年の3倍以上

厚生労働省の人口動態統計



環境TEC2. アスベストの用途と各種製品

・アスベスト輸入量の推移
・製品用途別および産業分野別アスベスト使用量
・アスベストの建材用途と使用事例
・その他の用途と使用事例



環境TECアスベスト輸入量

2018/ 6/29 15

15

（1930-2005輸入量総計：988万トン）
＋(北海道における1940-1988の産出量：37万トン）＝1025万トン

主な輸入元は、
カナダ（65.9％）
ブラジル（19.5％）
ジンバブエ（10.6％）

1974年
352110ｔ

吹き付け
アスベス
ト禁止
1975年

アモサイト
クロシドライト
使用禁止
1995年

2004年
アスベスト原則
使用禁止
110t

2006年
0t



環境TECアスベストの利用状況

5.2　2.9％ 0.7％

2.5　1.4％

1.8　1.0％ 0.5％

10.0　5.6％

0.2　0.1％

0.2　0.1％ 2.1％

0.1　0.1％以下

178.5　100％ 3.6％

（輸入実績） 75.1　42.1％

36.8　20.6％ 92.0％

32.8　18.4％

165.9　93.0％ 9.3　5.2％ 0.1％以下

7.6　4.3％

4.3　2.4％ 0.9％

2.6　1.4％ 0.1％以下

単位（千トン）

自動車摩擦材

ジョイントシート

産業用摩擦材

紡繊品

石綿板

その他の石綿製品

平板スレート

スレート

押出成形セメント板

ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板,ｽﾗｸﾞ石膏板

石綿ｾﾒﾝﾄｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ板

上記以外の建材製品

製品分類 使用分野

産業機械

化学設備

運輸

自動車

建造物材料

一般民生用

その他

使用場所

建設機械、ｸﾚｰﾝ

土木建設機械、

工作機械等

耐熱、耐薬品性

のシールを要す

る化学設備等

陸・海運施設、

輸送設備、

船舶、車両等

建設機械、ｸﾚｰﾝ

土木建設機械、

工作機械等

耐火壁、天井、

間仕切り壁、

外壁等

ボイラー、

煙突、

耐火壁等

石 綿

建材製品

石綿工業製品

そ の 他 不 明 石 綿 製 品 輸出

物質名



環境TECアスベスト使用建材の種類



環境TECアスベスト製品使用例１
建材 吹付け材 廃棄物としては飛散性、レベル１

吹付けアスベスト アスベスト含有吹付けロックウール

アスベスト含有吹付けひる石 アスベスト含有パーライト吹付け



環境TECアスベスト製品使用例２
建材・耐火被覆材・保温材等 廃棄物としては飛散性、レベル２

屋根用折版裏アスベスト断熱
材

アスベスト含有保温材（配管保
温用）

アスベスト含有ケイ酸カルシウム板
耐火被覆材

煙突アスベスト断熱材



環境TECアスベスト製品使用例３
アスベスト製品使用例 建材 成形板 廃棄物としては飛散性、レベル３



環境TECアスベスト製品使用例４
アスベスト製品使用例 建材 成形板
廃棄物としては飛散性、レベル３



環境TECアスベスト含有工業製品

建材以外の用途



環境TECアスベスト製品使用例



環境TECアスベスト製品使用例



環境TEC建物によるアスベスト使用例
（１）建築基準法の防火規制に着目する方法

（２）アスベストの性能（使用目的）による使用例

（３）建築設備と防火材料



環境TEC建築基準法の防火規制（1）
（１）アスベストと防火規制

建築基準法の防火規制に基づき耐火構造または不燃材
料などが求められる部分にアスベスト含有建材が使われ
ることがあった。

（２）耐火構造などの規制

建築基準法では国民の生命、健康および財産の保護を
図るため、建築物の防火規制を定めており、建築物の用
途、規模、地域に応じて、建築物の壁や柱等の主要構造
部（主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根、または階
段）を耐火構造や準耐火構造（以下「耐火構造等」）とす
ることや、建築物を耐火建築物等とすること等が義務付
けられている。



環境TEC建築基準法の防火規制（2）

建築物を耐火建築物等とすること

① ２階の一定規模以上若しくは３階以上を防火・避難上の配慮
を必要とする用途に供する建築物（用途と面積で規制している）

② 建物の規模による規制
③ 敷地が防火地域や準防火地域である場合は、規模によって耐

火建築物であることを要求される

不特定多数が使用する建築物、病院、共同住宅、学校、社会福
祉施設のような、通常の建築物に比べて火災時の避難に支障が
ある建築物や、倉庫や自動車車庫のように火災荷重が大きい建
築物は、規模が大きいものや、一定以上の階をその用途に使用
する場合などに、耐火建築物とする必要がある。



環境TEC
吸音を目的とした使用例



環境TEC
断熱・結露防止を目的とした例
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